
日 薬 業 発 第 4 6 号 
                                              平成 30 年 5 月 10 日 

 
 都道府県薬剤師会会長 殿 
 
                                           日 本 薬 剤 師 会 
                                                会長 山本 信夫 
 
 

医薬品の範囲に関する基準の一部改正について 
 
 
 標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局長から別添のとおり通知があり

ましたのでお知らせいたします。 

本通知は、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和 46 年 6 月 1 

日付薬発第 476 号厚生省薬務局長通知）を一部改正するもので、当該通知の別

紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添 2「専ら医薬品として使用される成分本

質（原材料）リスト」及び別添 3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品

と判断しない成分本質（原材料）リスト」の見直し（追加等）が行われていま

す。 

つきましては、貴会会員へご周知下さるようお願い申し上げます。 

 

 
 






















































































